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特 集 権 を考人

12
月
４
日
（水）
〜
10
日
（火）
は

人
権
週
間
で
す

　
「
人
権
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、い
っ

た
い
「
人
権
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
れ
は
、

●
誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
権
利

●
人
が
人
ら
し
く
生
き
る
権
利

●
全
て
の
人
が
幸
せ
に
な
れ
る
権
利

　

こ
の
よ
う
に
、
人
権
は
、
誰
に
と
っ
て

も
身
近
で
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
幸
せ
を

思
い
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
々
守
ら
れ
て

い
く
べ
き
も
の
で
す
。

●
女
性
（
男
女
差
別
、
Ｄ
Ｖ
、
セ
ク
ハ
ラ

　

な
ど
）

える

山
口
県
人
権
推
進
指
針

　

指
針
策
定
か
ら
10
年
が
経
過
し
、
社

会
情
勢
の
変
化
や
新
た
な
人
権
課
題
も

生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
24
年
３

月
に
改
訂
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

【
基
本
理
念
】

　

す
べ
て
の
県
民
が
、
家
庭
、
地
域
、

職
場
、
学
校
、
施
設
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ

る
場
に
お
い
て
、
人
と
し
て
の
尊
厳
が

損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
人
格

が
尊
重
さ
れ
、
他
人
の
人
格
を
尊
重
し

て
自
由
で
平
等
な
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
一
人
ひ
と
り
が
か
け
が

え
の
な
い
尊
い
生
命
（
い
の
ち
）
の
主

体
者
で
あ
る
と
い
う
、
人
間
尊
重
を
基

本
的
な
考
え
方
と
し
て
、「
県
民
一
人

ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
た
心
豊
か

な
地
域
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、
総
合

的
に
人
権
に
関
す
る
取
り
組
み
を
推
進

し
ま
す
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

じ
ゆ
う
（
自
由
）

　

だ
れ
も
が
、
人
と
し
て
大
切
に
さ
れ
、

自
由
に
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。

び
ょ
う
ど
う
（
平
等
）

　

だ
れ
も
が
、
社
会
の
一
員
と
し
て
等

し
く
参
加
・
参
画
し
、
個
性
や
能
力
を

十
分
に
発
揮
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現

を
め
ざ
し
ま
す
。

い
の
ち
（
生
命
）

　

だ
れ
も
が
、
尊
い
生
命
の
主
体
者
と

し
て
大
切
に
さ
れ
る
地
域
社
会
の
実
現

を
め
ざ
し
ま
す
。

人
権
と
は

人
権
擁
護
機
関
の
し
く
み

人
権
イ
メ
ー
ジ

　
　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

人
Ｋ
Ｅ
N
ま
も
る
君

人
権
イ
メ
ー
ジ

　
　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

人
Ｋ
Ｅ
N
あ
ゆ
み
ち
ゃ
ん

Ｐａｒｔ 1Ｐａｒｔ 1Ｐａｒｔ 1

人
権
を
考
え
る

「
み
ん
な
で
築
こ
う
人
権
の
世
紀
」

　
　
　
　

〜
考
え
よ
う　

相
手
の
気
持
ち　

　
　
　
　
　
　
　
　

育
て
よ
う　

思
い
や
り
の
心
〜

‐
特
集
‐

■
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
人
権
推
進
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　

℡
23-

１
２
９
９

主
な
人
権
課
題

●
子
ど
も
（
い
じ
め
や
体
罰
、児
童
虐
待
、

　

児
童
買
春
な
ど
）

●
高
齢
者
（
就
職
差
別
、
介
護
者
等
に
よ

　

る
身
体
的
・
心
理
的
虐
待
な
ど
）

●
障
害
の
あ
る
人
（
車
椅
子
で
の
乗
車
拒

　

否
、
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
拒
否
な
ど
）

●
同
和
問
題
（
結
婚
差
別
、
差
別
発
言
、

　

差
別
落
書
き
な
ど
）

●
ア
イ
ヌ
の
人
々
（
就
職
や
結
婚
な
ど
に

　

お
け
る
偏
見
や
差
別
な
ど
）

●
外
国
人
（
就
職
差
別
や
賃
貸
住
宅
へ
の

　

入
居
拒
否
、
公
衆
浴
場
で
の
入
浴
拒
否

　

な
ど
）

●
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
・
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
等

　
（
日
常
生
活
、
職
場
、
医
療
現
場
等
で

　

の
差
別
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
）

●
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
（
就
職
差
別

　

や
住
居
確
保
の
困
難
な
ど
）

●
犯
罪
被
害
者
等
（
う
わ
さ
や
中
傷
に
よ

　

る
名
誉
毀
損
、
私
生
活
の
侵
害
な
ど
）

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
侵
害

　
（
名
誉
毀
損
や
差
別
助
長
表
現
の
掲
載

　

な
ど
）

●
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被

　

害
者
等
（
う
わ
さ
や
中
傷
に
よ
る
名
誉

　

毀
損
、
私
生
活
の
侵
害
な
ど
）

●
ホ
ー
ム
レ
ス
（
嫌
が
ら
せ
や
暴
行
事
件

　

な
ど
）

●
性
的
指
向
（
同
性
愛
者
等
の
少
数
派
の

　

人
々
へ
の
偏
見
な
ど
）

●
性
同
一
性
障
害
者（
偏
見
や
差
別
な
ど
）

●
人
身
取
引
（
性
的
搾
取
、
強
制
労
働
な

　

ど
）

●
東
日
本
大
震
災
に
起
因
す
る
人
権
問
題

　
（
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
る
被
災
者
へ

　

の
差
別
な
ど
）

　

こ
れ
ら
の
人
権
課
題
に
関
心
を
持
ち
、

　

国
民
の
人
権
擁
護
に
携
わ
る
国
の
行
政

機
関
と
し
て
、法
務
省
に
人
権
擁
護
局
が
、

そ
の
下
部
機
関
と
し
て
、
法
務
局
に
人
権

擁
護
部
、
地
方
法
務
局
に
人
権
擁
護
課
が

そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
お
り
、
人
権
擁
護

の
た
め
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
支
局
で
も
人
権
擁
護
の
仕
事
を

行
っ
て
い
ま
す
。
山
口
地
方
法
務
局
萩
支

局
に
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
人
権
侵
犯
事
件
の
調
査
・
救
済

　

人
権
侵
犯
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
左
図

の
よ
う
な
流
れ
で
、
救
済
す
る
た
め
の
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
機
関
の
活
動

人権救済のための活動の流れ

相談・被害の申告

法務局職員・人権擁護委員
     による聞き取り ・調査

人権侵犯の事実を認定
（認定できない場合もあり）

処理結果通知・アフターケア

救済のための措置
（援助、調整、要請、説示）

人権侵犯事案発生

②
人
権
啓
発
活
動

●
街
頭
啓
発

　

イ
ベ
ン
ト
や
街
頭
で
チ
ラ
シ
等
を
配
布

し
、
人
権
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

▲ながとふるさとまつりでの啓発活動

●
出
前
教
室

　

保
育
園
や
小
学
校
な
ど
を
「
人
Ｋ
Ｅ
Ｎ

ま
も
る
君
」
や
「
人
Ｋ
Ｅ
Ｎ
あ
ゆ
み
ち
ゃ

ん
」
と
と
も
に
訪
れ
、
人
権
に
つ
い
て
学

習
し
ま
す
。

▲みのり保育園での出前教室

●
人
権
の
花
運
動

　

こ
の
運
動
は
、
小
学
生
が
皆
と
協
力
し

て
花
を
育
て
、
観
賞
す
る
こ
と
に
よ
り
児

童
の
情
操
を
培
い
、
豊
か
な
心
で
人
を
愛

す
る
心
の
輪
を
広
げ
る
運
動
で
す
。

▲浅田小学校での人権の花運動

③
人
権
相
談

●
山
口
地
方
法
務
局
萩
支
局

　

℡
０
８
３
８
‐
２
２
‐
０
４
７
８

●
み
ん
な
の
人
権
一
一
〇
番

　

℡
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
１
１
０

　
（
最
寄
り
の
法
務
局
に
つ
な
が
り
ま
す
）

●
子
ど
も
の
人
権
一
一
〇
番

　

℡
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

●
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

℡
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談
受
付
窓
口

　

パ
ソ
コ
ン
か
ら
は
・
・
・

　

http://w
w
w
.m
oj.go.jp/JIN

KEN
/

　

jinken113.htm
l

　

携
帯
電
話
か
ら
は
・
・
・

　

http://w
w
w
.jinken.go.jp/soudan/

　

m
obile/001.htm

l

「
人
権
擁
護
委
員
」
と
は

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の
中
で
人
権

思
想
を
広
め
、
住
民
の
人
権
が
侵
害
さ
れ

な
い
よ
う
に
配
慮
し
、
人
権
を
擁
護
し
て

い
く
手
助
け
を
し
ま
す
。

　

長
門
市
で
は
、
次
の
人
が
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
を
受
け
、
活
動
し
て
い
ま
す
。

﹇
長
門
地
区
﹈

　

伊
達
敏
雄
、
笹
原
芳
正
、
南
野　

新

﹇
三
隅
地
区
﹈

　

沖
村
清
美
、
藪
木
則
敏

﹇
日
置
地
区
﹈

　

山
崎
陽
子
、
高
藤
唯
信

﹇
油
谷
地
区
﹈

　

加
茂
善
成
、
中
川
美
智
子

人
権
の
こ
と
で
困
っ
た
と
き
は

　

前
述
の
相
談
機
関
ま
た
は
人
権
擁
護
委

員
へ
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。（
人

権
擁
護
委
員
へ
の
相
談
は
、
市
民
課
人
権

推
進
室
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
）
相
談
は

無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
受
付
時
間
は
、
い
ず
れ
も
平
日

８
：
30
〜
17:

15
で
す
。

理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。


